
（参考）管理不全空家等及び特定空家等に対する措置手順図  

 

 

 

         法改正に伴い追加した部分  

 

 

協議・回答

所有者を特定できない

■管理不全空家等及び特定空家等に対する措置手順
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緊急代執行

（空家法２２条１１項）

緊急安全措置

（柏市空家等適正管理条例１１条）

データベース化・更新

（空家法１１条）

所有者等から費用徴収

（行政代執行法５条，６条）

事前の公告

（空家法２２条１０項）

略式代執行

（空家法２２条１０項）

民法による財産管理・清算

（民法２５条等，空家法１４条）

地域住民に悪影響を及ぼしている

管理不全空家等の判断

指導

（空家法１３条１項）

勧告

（空家法１３条２項）

過料（立入調査の拒否等）

（空家法３０条２項）

固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外

（地方税法３４９条の３の２等）

標識設置，その他の公告

（空家法２２条１３項）

命令

（空家法２２条３項）

行政代執行

（空家法２２条９項）

弁明の機会（命令）

（空家法２２条４項）

意見聴取の通知・公告

（空家法２２条７項）

公開による意見聴取

（空家法２２条５，６，８項）

過料（命令に違反）

（空家法３０条１項）

戒告（行政代執行）

（行政代執行法３条１項）

特定空家等の認定

（市長）

助言，指導

（空家法２２条１項）

立入調査・報告徴収

（空家法９条第２～５項）

勧告

（空家法２２条第２項）

市民等からの情報提供及び市の調査等

現地確認，所有者の特定

（空家法９条１項，１０条）

情報提供，市活用に必要な対策

（空家法１２条，１５条）

現地再確認

（空家法９条１項）

地域住民に悪影響を及ぼしている

特定空家等の判断

緊急的に危険な状態を回避する措置が必要な場合

必要な措置を命令じて，履行しない，

または措置が不十分である場合

災害その他非常の場合におい

て，特定空家等が保安上著し

く危険な状態にある等必要な

措置をとる必要があり，命令

等のいとまがないとき。


